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独立行政法人大学入試センターでは、平成２９年１１月２４日から１２月２０日までの

間、「大学入試英語成績提供システム」への参加申込の受付を行い、１２月２６日に参加申

込状況を公表したところです。 

その後、センターに設置した「大学入試英語成績提供システム運営委員会」における専

門的な検討（参加要件の一部については文部科学省において対応）の結果を踏まえ、申込

のあった資格・検定試験が参加要件を満たしているか否かの確認を行いましたので、その

結果を別添のとおり公表します。 

独立行政法人 

大学入試センター National Center For 
University Entrance Examinations  



                                    資料１ 

参加要件の確認方法と確認結果の概要等 

 

 

１．大学入試英語成績提供システム 

 「大学入学共通テスト実施方針」（平成 29 年７月 13 日、文部科学省公表。以下「実施方針」

という。）では、高等学校学習指導要領における英語教育の抜本的改革を踏まえ、大学入学者

選抜においても、「聞く」「読む」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テス

ト（注）の枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着して

いる資格・検定試験を活用するとされた。 

（注）実施方針において、大学入試センター試験に代わる新たなテストとして、平成 32 年度（平成 33 年度入

学者選抜）から「大学入学共通テスト」を実施することとされた。 

 これを具体化するための仕組みとして、独立行政法人大学入試センター（以下「センター」

という。）において「大学入試英語成績提供システム」（以下「成績提供システム」という。）

を設けることとした。 

 

２．成績提供システムへの参加要件 

 成績提供システムには、一定の参加要件を満たすことが確認され、資格・検定試験実施主

体（以下「実施主体」という。）とセンターとの間で協定書が取り交わされた資格・検定試験

が参加することになる。 

 このため、センターに設置する「新テスト実施企画委員会」の意見を踏まえ、文部科学省

と協議の上、センター理事長が「大学入試英語成績提供システム参加要件」（平成 29 年 11

月１日、理事長裁定）を定め、平成 29 年 11 月 24 日から 12 月 20 日まで参加申込の受付を行

った。 

その結果、７つの実施主体から合計 24 の資格・検定試験について申込がなされた（平成

29 年 12 月 26 日公表済み）。 

 

３．参加要件の確認方法 

 センターでは、成績提供システムの適切な運営を図るため、関係分野の有識者等で構成す

る大学入試英語成績提供システム運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置した（平

成 29 年 11 月１日、理事長裁定）。 

運営委員会は、理事長の求めに応じ、成績提供システムへの参加を希望する実施主体及び

資格・検定試験が参加要件を満たしていることの確認等に係る手続、成績提供システムの改

善その他の成績提供システムの運営に関する重要事項について、専門的な見地から検討し、

理事長に意見を述べる。 

 理事長は、運営委員会の意見を尊重し、文部科学省との緊密な連携の下に、成績提供シス

テムの運営に努めることとしている。 

 なお、参加要件のうち、高等学校学習指導要領との整合性及びＣＥＦＲとの対応関係（段

階別表示）等については、文部科学省において対応する。 

 運営委員会においては、参加申込のあった実施主体及び資格・検定試験が参加要件を満た

しているか否かを確認するため、各実施主体からの意見聴取を含め、専門的見地からの検討

を行い、このたび、その確認結果を理事長に報告した。なお、文部科学省における検討結果

についても報告を受け、確認結果に反映している。 



                 

４．確認結果の概要 

 参加申込のあった７実施主体・24 の資格・検定試験に係る参加要件の確認結果は、次の通

り。（資料２～６） 

（１）７実施主体の 22 資格・検定試験について、参加要件を満たしていることを確認した。 

（２）１実施主体の１資格・検定試験について、条件付きで、参加要件を満たしているとみ

なすことができるものと判断した。（資料３） 

（３）その他の資格・検定試験については、現時点では、参加要件を満たしていると確認す

ることはできないものと判断した。（１実施主体の１資格・検定試験、１実施主体の１資

格・検定試験のうち一部の方式によるもの。）（資料６） 

 あわせて、運営委員会においては、「各実施主体に対し今後一層の取組を求めたい事項」を

取りまとめた。その内容についても、参加要件の確認結果とともに各実施主体に伝え、一層

の取組を促すこととしている。（資料５） 

 

５．今後の予定 

今回、参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験については、今後、各実

施主体とセンターとの間で協定書を取り交わした上で、平成 32 年度（2020 年度）に実施さ

れる平成 33 年度入学者選抜から、成績提供システム（注）に参加することとなる予定である。

このため、センター、文部科学省、各実施主体において、所要の準備を進める。 

（注）成績提供システムでは、参加する資格・検定試験について、受検生からセンターへの成績送付の依頼

があった回の成績を、センターが一元的に集約し、要請のあった大学等に対し提供する。集約・提供す

る成績は、各実施主体が定めるスコア（バンド表示も含む。）、ＣＥＦＲの段階別表示及び合否（判定し

ている場合）を基本とする。 

なお、各資格・検定試験の受検機会の確保（実施会場の設定、実施回数等）に資するため、

今後、文部科学省において、各高等学校等を対象とした意向調査を実施する予定である。 



資格・検定試験実施主体名

1 　　　C2 Proficiency

2 　　　C1 Advanced

3 　　　B2 First for Schools

4 　　　B2 First

5 　　　B1 Preliminary for Schools

6 　　　B1 Preliminary

7 　　　A2 Key for Schools

8 　　　A2 Key

9 Educational Testing Service

10※ IDP:IELTS Australia

11
一般財団法人
国際ビジネスコミュニケーション協会

12 　　　Advanced

13 　　　Basic

14 　　　Core

15 　　　CBT

16

17

18 　　　１級　　　（対象：「公開会場実施」）

19 　　　準１級　 （対象：「公開会場実施」・「１日完結型」）

20 　　　２級　　  （対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」）

21 　　　準２級　 （対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」）

22 　　　３級      （対象：「公開会場実施」・「１日完結型」・「４技能ＣＢＴ」）

23 ブリティッシュ・カウンシル

大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験（アルファベット・50音順）

資格・検定試験名

Cambridge Assessment English
（ケンブリッジ大学英語検定機構）

公益財団法人日本英語検定協会

ケンブリッジ英語検定

TOEFL iBTテスト

International English Language Testing System(IELTS)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：「アカデミック・モジュール」）

TOEIC® Listening & Reading Testおよび
TOEIC® Speaking & Writing Tests

GTEC

Test of English for Academic Purposes(TEAP)

Test of English for Academic Purposes Computer Based Test(TEAP
CBT)

実用英語技能検定（英検）

※IDP:IELTS Australiaが実施するInternational English Language Testing System(IELTS)については、条件付きで、参加
要件を満たしていると見なすことができるものと判断した。（資料３参照）

株式会社ベネッセコーポレーション

International English Language Testing System(IELTS)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対象：「アカデミック・モジュール」）

資料２



                                    資料３ 

 

条件付きで、参加要件を満たしているとみなすことができると判断した資格・検定試験 

 

 

試 験 名：International English Language Testing System (IELTS) 

実施主体名：IDP:IELTS Australia 

確 認 結 果：申込のあった試験（アカデミック・モジュール）について、引き続き日本

国内での実施実績を積み、参加要件第４の１で求める「２年以上」の実施

実績を満たすことを条件として、参加要件を満たしているものと認める。 

理   由：IELTS テスト自体は、他の実施主体によっても実施されており、既に日本

において十分な実績を有しているが、IDP:IELTS Australia としての試験

運営実績については、試験開始が平成 28 年６月であるため、申請日の時点

（平成 29 年 12 月）において２年以上、国内での実施実績を有していると

は認められない。但し、今後、引き続き実績を積み重ねることにより、平

成 30 年６月には国内での実施実績が２年に達すると見込まれることから、

このことを条件として、参加要件を満たしているものと認めることが適当

と判断した。 

 

 

 

【参考】大学入試英語成績提供システム参加要件（抜粋） 

 

第４  

１ 日本国内において、原則として、申請日の時点において２年以上、英語に係る資格・検定

試験が広く実施されている実績があること。 

ただし、既に英語に係る資格・検定試験の実績がある実施主体において同一試験と認めら

れる範囲での試験内容の変更を行う場合や、同実施主体において新たな試験を開発する場合

には、独立行政法人大学入試センター大学入試英語成績提供システム運営委員会（以下「運

営委員会」という。）の審議により、基礎となる資格・検定試験で得られた知見の活かされ

方を勘案し、実績が２年に満たない場合であっても参加を可能とする場合がある。 



Pro
Ad

First
First for S

Pre
Pre for S

Key
Key for S

Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ

Pre/Pre for S A2～B2
Key/Key for S A1～B1

Pro

試験構成

Ad B2～C2
First/First for S B1～C1ＣＥＦＲの測定領域

対面 面接

面接

Key/
Key for

S

150 70(R&W) PBT/CBT 選択&記述
150 約30 PBT/CBT 選択&記述
150 70(R&W) PBT/CBT 記述
150 約8～10

Pre/
Pre for

S

170 90(R&W) PBT/CBT 選択&記述
170 約30 PBT/CBT 選択&記述
170 90(R&W) PBT/CBT 記述
170 約10～12 対面

PBT/CBT 選択&記述

190 80 PBT/CBT 記述
190 約14 対面 面接

190 75 PBT/CBT 選択&記述
190 約40 PBT/CBT 選択&記述

検定料（税込）

Pro
Ad

First/First for S
Pre/Pre for S
Key/Key for S

22,140円
19,980円

9,720円
11,880円

1 1 1 3

1 2 1 4
1 1 1 3

計

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名
ケンブリッジ英語検定（C2 Proficiency・C1 Advanced・B2 First・B2
First for Schools・B1 Preliminary・B1 Preliminary for Schools・A2
Key・A2 Key for Schools）

実施主体名
Cambridge Assessment English
（ケンブリッジ大学英語検定機構）

Webサイト http://www.cambridgeenglish.org/jp/

2020年度４～12月
月別実施予定回数（回）

1 1

月 4～6 7～9 10～12

回数

1 2

1 1 2 4

2020年度実施地区 北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄

25,380円

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

C1～C2

230 約40 PBT/CBT 選択&記述
230 90 PBT/CBT 記述

約15 対面 面接

First/
First
for S

230 約16 対面 面接

配点(点） 時間（分） 実施方法 解答形式
230 90

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験の一覧サイト
において、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達障害・その他の配慮事項
について、「聞く」「読む」「話す」「書く」の試験それぞれで配慮する事項等
を公表する。

備考

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を対象とした意向調査の結果
等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。
注４）本概要では、C2 ProficiencyをPro、C1 AdvancedをAd、B2 FirstをFirst、B2 First for SchoolsをFirst for  S、B1 PreliminaryをPre、B1
Preliminary for SchoolsをB1Pre for S、A2 KeyをKey、A2 Key for SchoolsをKey for Sと記載している場合がある。

Pro

Ad

210 90 PBT/CBT 選択&記述
210 約40 PBT/CBT 選択&記述
210 90 PBT/CBT 記述
210

1
2

1 1 2
1 1 2

資料４
平成30年３月26日現在



試験構成

経済的に困難な受検生への配慮

検定料（税込）

ＣＥＦＲの測定領域

Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

※ 過去実績を基に掲載しているため、変更の可能性がある。

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を
対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

B1～C1

30 50 CBT 記述
30 20 CBT 録音

30 60～80 CBT 選択
30 60～90 CBT 選択

一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。
配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

235米ドル

2020年度実施地区
北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、四国、
九州、沖縄

28

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）
※

月 4～6 7～9 10～12 計

8 11 9回数

Webサイト https://www.ets.org/toefl

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名 TOEFL iBTテスト

実施主体名 Educational Testing Service

平成30年３月20現在平成30年３月26日現在



試験構成

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名 International English Language Testing System(IELTS)

実施主体名 IDP:IELTS Australia

2020年度実施地区
北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、四国、
九州、沖縄

検定料（税込）

Webサイト http://www.jsaf-ieltsjapan.com/

計

回数 9 9 4 22

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

月 4～6 7～9 10～12

25,380円

Ｒ 9 60 PBT 記述
配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

Ｗ 9 60 PBT 記述
Ｌ 9 約40 PBT 記述

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を
対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

面接

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

ＣＥＦＲの測定領域 B1～C2

Ｓ 9 11～14 対面

平成30年３月26日現在



試験構成

Webサイト http://www.iibc-global.org/toeic.html

回数（S&W) 6 6 6 18

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要
試験名 TOEIC ®  

Listening & Reading TestおよびTOEIC ®
 Speaking & Writing Tests

実施主体名 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

月 4～6 7～9 10～12 計

回数（L&R） 3 2 3 8

2020年度実施地区
L&R：全都道府県
S&W：北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、
四国、九州、沖縄

検定料（税込）
L&R：5,725円
S&W：10,260円

Ｒ 495 75 PBT 選択

配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

Ｗ 　 500
※

（200 x 2.5)
約60 CBT 記述

Ｌ 495 約45 PBT 選択

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等
を対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。
注４）本概要では、 Listening & Reading TestをL&R、Speaking & Writing TestsをS&Wと記載している場合があ
る。

録音

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

※ S&WのスコアレンジはSpeaking、Writingそれぞれ0-200で
あるが、4技能トータルでの評価を行う際はスコアを2.5倍し
て配点を各0-500とした上でL&Rのスコアと合算を行う。

ＣＥＦＲの測定領域 A1～C1

Ｓ 　 500
※

（200 x 2.5)
約20 CBT

平成30年３月20日現在平成30年３月26日現在



Ad
Ba
Co

CBT

Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ

https://www.benesse-gtec.com/cbt/
Ad、Ba、Co

CBT
Webサイト

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要
試験名 GTEC（Advanced・Basic・Core・CBT）

実施主体名 株式会社ベネッセコーポレーション
https://www.benesse-gtec.com/fs/

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

月 4～6 7～9 10～12 計

回数

1 1 2

1 1 2

4
1 1 2 4
1 2 3

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

Ad 6,700円程度※

Ba 6,700円程度※

Co 6,700円程度※

CBT 9,720円

※但し、文部科学省の動向調査を踏まえ、会場や受検
者の想定数を考慮し、検定料については、今後、若干
の変動があり得る。

検定料（税込）

試験構成

配点（点） 時間（分） 実施方法

2020年度実施地区 47都道府県（全種類共通）

Ad

320 約45 PBT 選択
320 約25 PBT 選択
320 約20 PBT 記述
320 約25 CBT 録音

解答形式

約20 PBT 記述
270 約25 CBT 録音

Ba

270 約45 PBT 選択
270 約25 PBT 選択
270

約20 PBT 記述
210 約25 CBT 録音

Co

210 約32 PBT 選択
210 約18 PBT 選択
210

CBT

350 約55 CBT 選択
350 約35 CBT 選択
350 約65 CBT 記述
350 約20 CBT 録音

備考

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を
対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。
注４）本概要では、AdvancedをAd、BasicをBa、CoreをCoと記載している場合がある。

ＣＥＦＲの測定領域

Ad A1～B2
Ba A1～B1
Co A1～A2

CBT A1～C1

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

平成30年３月20日現在平成30年３月26日現在



試験構成

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名 Test of English for Academic Purposes(TEAP)

実施主体名 公益財団法人　日本英語検定協会

2020年度実施地区 全都道府県

検定料（税込）

Webサイト http://www.eiken.or.jp/teap/

計

回数 2 1 3

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）
※

月 4～6 7～9 10～12

15,000円

Ｒ 100 70 PBT 選択
配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

Ｗ 100 70 PBT 記述
Ｌ 100 約50 PBT 選択

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等
を対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

面接

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

ＣＥＦＲの測定領域 A2～C1

Ｓ 100 約10 対面

平成30年３月20日現在平成30年３月26日現在



試験構成

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名 Test of English for Academic Purposes Computer Based Test(TEAP CBT)

実施主体名 公益財団法人　日本英語検定協会

2020年度実施地区 北海道、東北、関東、中部、関西、九州

検定料（税込）

Webサイト http://www.eiken.or.jp/teap/

計

回数 1 1 1 3

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

月 4～6 7～9 10～12

15,000円

Ｒ 200 約80 CBT 選択
配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

Ｗ 200 約50 CBT 記述
Ｌ 200 約40 CBT 選択

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等
を対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

録音

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

ＣＥＦＲの測定領域 A2～C1

Ｓ 200 約30 CBT

平成30年３月20日現在平成30年３月26日現在



１級
準１級
２級

準２級
３級

実施方法 解答形式 実施方法 解答形式 実施方法 解答形式

Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ
Ｒ
Ｌ
Ｗ
Ｓ

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を対象とした意向調査の結
果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

・３方式（「１日完結型（仮称）」・「公開会場実施（仮称）」・「４技能ＣＢＴ（仮称）」）の詳
細については、参考資料を参照。

実用英語技能検定（英検）
　（１級・準１級・２級・準２級・３級　※以下の①～③の各方式によって異なる）

公益財団法人日本英語検定協会

http://www.eiken.or.jp/eiken/

47都道府県

10～124～6 7～9 4～6 7～9 10～12 4～6 7～9 10～12

B2～C1
B1～B2

A2～B1
A1～A2

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験の一覧サイトにおいて、
視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読
む」「話す」「書く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

録音

CBT

CBT

CBT

PBT

PBT

PBT

PBT

PBT

CBT 録音 約5

約25 選択
記述 50(R&W) 記述 50(R&W) 記述

A1

録音
選択 50(R&W) 選択 50(R&W) 選択

CBT 録音 約6 対面 面接 約6600

約25 選択
記述 75(R&W) 記述 75(R&W) 記述

PBT

録音
選択 75(R&W) 選択 75(R&W) 選択

CBT 録音 約7 対面 面接 約7

600
600

記述 85(R&W) 記述 85(R&W) 記述
PBT 選択 約25 選択 約25

選択 85(R&W) 選択 85(R&W) 選択
対面 面接

記述 750 90(R&W) 記述
PBT 選択 750 約30 選択

850 約35 選択

約7
75(R&W)

約25
75(R&W)

約6

750 90(R&W)

750 約30

850 約10 対面 面接
選択 750 90(R&W) 選択

850 100(R&W) 記述

CBT

一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。
配点(点) 時間(分) 配点(点) 時間(分) 配点(点) 時間(分)

850 100(R&W) 選択

各級
３

各級
３

各級
９

16,500円
※

9,800円
※

①１日完結型（仮称） ②公開会場実施（仮称） ③４技能ＣＢＴ（仮称）

各級
１

各級
１

各級
２

各級
１

各級
１

各級
２

計 計 計

試験名

実施主体名

Webサイト

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

月

回数 各級
３

経済的に困難な受検生への配慮

試験構成

１級

３級

50(R&W)

約25
50(R&W)

約5

選択 約25 選択

600
600
600
600

600

準１級
750 90(R&W)

750 約8 録音 750 約8

２級

650 85(R&W)

約25
85(R&W) 650

650

選択

準２級
選択 約25 選択

600
600
600
600

障害等のある受検生への合理的配
慮

備考

2020年度実施地区

ＣＥＦＲの測定領域

１級
準１級
２級

準２級
３級

検定料（税込）

１級
準１級
２級

準２級
３級

6,900円
※

5,800円
※

7,500円
※

※今後、若干の変動があり得る。

650
650
650

650
650
650
650

650
650

550
550
550
550

550
550
550
550

550
550
550
550

PBT

約5 対面 面接

平成30年３月20日現在平成30年３月26日現在



項目
①１日完結型（仮称）

（２０１９年度～）
②公開会場実施（仮称）

（２０１９年度～）
③４技能ＣＢＴ（仮称）
（２０１８年度８月～）

対象受検者 高校３年生※ 高校３年生※ 制限なし

RLW実施方式 ＰＢＴ ＰＢＴ ＣＢＴ

S実施方式 録音式 対面式 録音式

S受検可否

受検日数 １日 ２日 １日

対象級 準１級～３級の４グレード １級～３級の５グレード ２級～３級の３グレード

申込者全員（一次合否を問わず可能）

※高校３年生：大学入学者選抜を受験する浪人生なども含みます。

参考資料



試験構成

注１） 本概要は平成30年３月20日時点のものであり、今後変更があり得る。
注２） 特に月別実施予定回数及び実施地区については、今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等
を対象とした意向調査の結果等も参考としつつ、更に検討される予定。
注３）2020年度実施地区については、必ずしも全ての地区の会場で全ての回の試験が実施される訳ではない。

面接

障害等のある受検生への合理的配慮

今後構築予定の、本システムに参加予定の資格・検定試験
の一覧サイトにおいて、視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達
障害・その他の配慮事項について、「聞く」「読む」「話す」「書
く」の試験それぞれで配慮する事項等を公表する。

備考

ＣＥＦＲの測定領域 B1～C2

Ｓ 9 11～14 対面

Ｌ 9 約40 PBT 記述
Ｗ 9 60 PBT 記述

25,380円

Ｒ 9 60 PBT 記述
配点（点） 時間（分） 実施方法 解答形式

経済的に困難な受検生への配慮 一定の条件のもとに検定料の低減を検討中。

2020年度実施地区
北海道、東北、関東、北陸、中部、関西、中国、四国、
九州

検定料（税込）

Webサイト http://www.eiken.or.jp/ielts/

計

回数 9 9 6 24

2020年度４～12月
月別実施予定回数

（回）

月 4～6 7～9 10～12

参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験の概要

試験名 International English Language Testing System(IELTS)

実施主体名 ブリティッシュ・カウンシル

平成30年３月26日現在



                               資料５ 

 

各実施主体に対し特に今後一層の取組を求めたい事項 

（大学入試英語成績提供システム運営委員会） 

 

 

（１）検定料について 

 特に検定料について、受検生の経済的負担を極力軽減できるよう、経済的に困難な受

検生への検定料の配慮も含め、可能な限りの努力、配慮を強く求めたい。 

 

（２）試験実施会場について 

 原則として毎年度、全都道府県で複数回実施することが期待されていることを念頭に、

今後、文部科学省において実施予定の各高等学校等を対象とする意向調査の結果等も参

考としつつ、居住する地域にかかわらず、全ての受検希望者が希望する資格・検定試験

を過重な負担なく受検できるよう、実施会場の設定について最大限の努力を求めたい。 

 

（３）障害等のある受検生への合理的配慮について 

 障害等のある受検生が受検する場合の受検上の配慮については、多様なニーズが想定

されることから、可能な限り、広く、弾力的に対応することを求めたい。以下はその例

示である。 

 なお、配慮の在り方については、今後、各実施主体と文部科学省、高等学校、特別支

援学校、大学等の関係者による意見交換を通じ、共通理解を形成していくことを求めた

い。 

 

① 対象とする障害等の範囲について 

・例えば、「視覚に関する配慮事項」、「聴覚に関する配慮事項」は、それぞれ視覚障害、

聴覚障害のみを指すものではない。（例：肢体不自由や発達障害等で、視覚認知障害等の

視覚に障害のある場合がある。） 

・「視覚に障害のある者」、「聴覚に障害のある者」、「肢体不自由のある者」、「病弱者」、

「発達障害のある者」の範囲について、それぞれの多様性への理解とそれらを踏まえた

適切な対応を求めたい。また「その他の配慮事項」は、これら５種類以外の障害等を指

すものである。 

 

② 医師の診断書等の提出について 

 ・障害等の証明のため書類の提出を求める場合、医師の診断書や意見書に限らず、臨

床心理士等、医師以外の専門家による診断（評価）や意見書が有効な場合もある。 

（参考）大学入試センター試験では、医師以外の専門家による評価等の文書の提出を求

める場合がある。配慮を希望する内容に応じ、高等学校やそれ以外の教育機関等におけ

る配慮の状況等や専門家等による所見（状況報告書）の提出を求め、これを踏まえて審

査を行っている。 

 

③ 事前の情報公開、相談体制の充実等について 

・受けられる配慮の内容や、特定の技能に関する部分の受検を免除する場合の成績表示

の在り方等について、あらかじめ受検生や高等学校・大学関係者等が把握できるよう、

また、高等学校等との連携が可能となるよう、情報の公開・提供、相談体制の充実等を

求めたい。 



                                    資料６ 

 

現時点では、参加要件を満たしていると確認することは 

できないものと判断した資格・検定試験 

 

 

〇試 験 名：リンガスキル Linguaskill 

実施主体名：Cambridge Assessment English（ケンブリッジ大学英語検定機構） 

 理 由：本試験は、現時点では日本国内での実施実績がなく、その基礎となる試

験「BULATS」も、日本国内における高校生の受検者数がごく少数にとど

まり、大学入学者選抜に活用された実績もない。このため、参加要件第

４の２（「日本国内において広く高校生の受検実績や大学入学者選抜に活

用された実績があること」等）を満たしているとはいえないものと判断

した。 

 

 

【参考】大学入試英語成績提供システム参加要件（抜粋） 

 

〇試 験 名：実用英語技能検定（英検） 

実施主体名：公益財団法人日本英語検定協会 

理   由：申込のあった５種類の試験（１級、準１級、２級、準２級、３級）で実

施される「従来型」の方式については、一次試験（「書く」「読む」「聞く」）

の合格者のみが二次試験（「話す」）を受検できる仕組みとなっており、

一次試験不合格者は二次試験を受検できないことから、参加要件第４の

３（「１回の試験で英語４技能の全てを（中略）評価するものであること」）

を満たしているとはいえないと判断した。 

 

【参考】大学入試英語成績提供システム参加要件（抜粋） 

 

第４  

３ １回の試験で英語４技能の全てを極端な偏りなく評価するものであること。 

また、技能別の成績をセンターに提供することが可能であること。 

ただし、４技能を極端な偏りなく評価している試験であって、テスト設計上、４技能別の

成績を示すことができない場合には、４技能別の成績表示に最も近い方法で成績を提供する

ことが可能であること。 

第４  

２ 日本国内において広く高校生の受検実績や大学入学者選抜に活用された実績があること。 

ただし、既に英語に係る試験の実績がある実施主体において同一試験と認められる範囲内

での試験内容の変更を行う場合や、同実施主体において新たな試験を開発する場合には、運

営委員会の審議により、基礎となる試験で得られた知見の活かされ方を勘案し、受検・活用

実績にかかわらず参加を可能とする場合がある。 



各資格・検定試験とCEFRとの対照表

CEFR
ケンブリッジ
英語検定
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⽂部科学省（平成30年3⽉）

○ 表中の数値は各資格・検定試験の定める試験結果のスコアを指す。スコアの記載がない欄は、各資格・検定試験において当該欄に対応する能⼒を有していると認定できないこ
とを意味する。
※ ケンブリッジ英語検定、実⽤英語技能検定及びGTECは複数の試験から構成されており、それぞれの試験がCEFRとの対照関係として測定できる能⼒の範囲が定められて

いる。当該範囲を下回った場合にはCEFRの判定は⾏われず、当該範囲を上回った場合には当該範囲の上限に位置付けられているCEFRの判定が⾏われる。
※ TOEIC L&R/ TOEIC S&Wについては、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にして合算したスコアで判定する。
※ 障害等のある受検⽣について、⼀部技能を免除する場合等があるが、そうした場合のCEFRとの対照関係については、各資格・検定試験実施主体において公表予定。
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熟練した
⾔語使⽤者

C2 聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に理解することができる。いろいろな話し⾔葉や書き⾔葉から得た情報を
まとめ、根拠も論点も⼀貫した⽅法で再構築できる。⾃然に、流暢かつ正確に⾃⼰表現ができる。

C1
いろいろな種類の⾼度な内容のかなり⻑い⽂章を理解して、含意を把握できる。⾔葉を探しているという印象を与えず
に、流暢に、また⾃然に⾃⼰表現ができる。社会⽣活を営むため、また学問上や職業上の⽬的で、⾔葉を柔軟かつ
効果的に⽤いることができる。複雑な話題について明確で、しっかりとした構成の、詳細な⽂章を作ることができる

⾃⽴した
⾔語使⽤者

B2
⾃分の専⾨分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも具体的な話題でも、複雑な⽂章の主要な内容を理
解できる。⺟語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ⾃然である。幅広い話題について、
明確で詳細な⽂章を作ることができる。

B1
仕事、学校、娯楽などで普段出会うような⾝近な話題について、標準的な話し⽅であれば、主要な点を理解できる。
その⾔葉が話されている地域にいるときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。⾝近な話題や個⼈的
に関⼼のある話題について、筋の通った簡単な⽂章を作ることができる。

基礎段階の
⾔語使⽤者

A2
ごく基本的な個⼈情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、⽂やよく
使われる表現が理解できる。簡単で⽇常的な範囲なら、⾝近で⽇常の事柄について、単純で直接的な情報交換に
応じることができる。

A1
具体的な欲求を満⾜させるための、よく使われる⽇常的表現と基本的な⾔い回しは理解し、⽤いることができる。⾃分
や他⼈を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個⼈的情報について、質問をし
たり、答えたりすることができる。もし、相⼿がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすること
ができる。

各資格・検定試験とCEFRとの対照表（附属資料①）

■ CEFR （Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment：外国語の学習、教授、評価

のためのヨーロッパ共通参照枠）について

CEFRは， 語学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、

分かりやすい、包括的な基盤を提供するものとして、２０年以上にわたる研究を経て、２００１年に欧州評議会が発表した。

CEFRが示している６段階の共通参照レベルの記述は次のとおり。

（出典） ブリティッシュ・カウンシル、ケンブリッジ大学英語検定機構
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各資格・検定試験とCEFRとの対照表（附属資料②）

■資格・検定試験とCEFRとの対応関係について

資格・検定試験
の名称

検証体制、検証方法等の概要

ケンブリッジ
英語検定

A2 Key/for 
Schools

B1 Preliminary
/for Schools 

B2 First/for 
Schools

C1 Advanced
C2 Proficiency

〇 スピーキングの検証には問題作成者や試験官など経験豊富な専門家８名、ライティングの検証には、CEFRとの共通スケールを開発
する2年間プロジェクトの一環で、ライティングの採点経験が豊富な問題作成者や試験官から成る専門家60名が参加。

〇 スピーキング及びライティングについてはAnalytical Judgement法（典型的及びボーダーラインにあると分類された受検者のパフォー
マンスについて、CEFRの閾値を判定する方法）で得られたCEFRの閾値と各試験で設定しているCEFR閾値との間に高い一致が見られ
た。リーディング及びリスニングはアイテムバンキングシステム（全テスト問題が統計的手法を用いて同じスケールに一貫して関連付け
られることを保証する問題作成方法）を用いて出題。

http://www.cambridgeenglish.org/jp/exams-and-tests/cefr/ （CEFRとの関係、スコアの詳細が分かる資料を集約したページ）
http://www.cambridgeenglish.org/images/23156-research-notes-37.pdf （スピーキングの検証)
http://www.cambridgeenglish.org/images/23166-research-notes-49.pdf （ライティングの検証)

実用英語
技能検定

〇 検証には中学・高校・大学において英語指導の経験があり、英検の試験概要に理解が深い専門家が各技能12～13名参加。
〇 リーディング及びリスニングはBasket法（問題毎に正解するために最低限必要なCEFRレベルを判定する方法）及びModified Angoff

法（CEFR各レベルに最低限該当する受検者がどの程度正解できるかを判定する方法）、スピーキングはBody of work法（各受検者の
解答に対して該当するCEFRレベルを判定する方法）、ライティングはContrasting group法（各受検者の解答を能力値の順に並べて、
CEFRレベルを判定する方法）を使用。他英語試験との相関検証等も踏まえ、各級の４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それ
ぞれの閾値を合計するとともに、標準誤差の範囲を調整し、CEFR判定範囲を設定することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://www.eiken.or.jp/eiken/group/result/（CEFRと英検との関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/cse/（CEFRと英検CSEスコアの関係性が掲載されたページ）

GTEC 〇 検証には東京外国語大学を中心とした研究者６名と（一財）進学基準研究機構が参加。
〇 リーディング及びリスニングはBookmark法（問題を難易度順に並べて、CEFR各レベルに最低限該当する受検者がどの程度各問題

を正解できるかを判定する方法）、スピーキング及びライティングはContrasting-group法を使用して４技能それぞれにCEFR閾値を設定。
４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://cees.or.jp/act/report.html（CEFRとGTECとの関係性が掲載されたページ）
http://cees.or.jp/pdf/reports/2017/Standard_Setting_Report.pdf（CEFRとGTECとの関係性を示した資料）

■各試験の検証体制、検証方法等の概要
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（各URLには、検証方法やスコアの詳細が分かる資料等が掲載）

※ 各資格・検定試験の実施団体からの報告を文部科学省において集約

CEFRにおいては、各レベルに相当する能力を技能ごとに記述したディスクリプタ（※）が整理されている。資格・検定試験の試験結果

をCEFRに関連付ける際には、欧州評議会で定めるルールに則り、資格・検定試験の目的・設計を前提として、その問題に正答するため

に必要な能力と各レベルのディスクリプタの対応関係について専門家による検証が行われている。

※ ディスクリプタとは、「私は～できる」といった形でCEFRの各レベル・技能別に行うことができる言語によるコミュニケーション活動を記述したもの。



IELTS 〇 検証には外国語として英語を指導する教員でかつ問題作成者と試験官としての経験も持つ19名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはYes-No法（CEFR各レベルに最低限該当する受検者が各問題に正解できるかを判定する方法）、ス

ピーキング及びライティングはA modified Analytical Judgement法（各受検者の解答を基に典型的なCEFRボーダーライン上にいる受
検者を特定する方法）を使用。英語試験との妥当性の検討も実施し、４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を平
均することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework（CEFRとIELTSバンドの関係性を示した資料）

TEAP（PBT） 〇 検証には大学教員、問題作成経験者、面接官/採点者経験者等からなる専門家が各技能13名参加。
〇 リーディング及びリスニングはBookmark法、スピーキング及びライティングはContrasting group法を使用。他英語試験との相関検証

等も踏まえ、４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。
http://www.eiken.or.jp/teap/merit/index.html（CEFRとTEAPタスクとの関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/teap/construct/（CEFRとTEAPとの関係性が掲載されたページ）

TEAP CBT 〇 検証には大学教員、テスト開発担当者、面接官経験者等からなる各技能12名、全体で21名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはYes-No法、スピーキング及びライティングはBookmark法を使用。他英語試験との相関検証等も踏まえ、

４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。
http://www.eiken.or.jp/teap/merit/index.html（CEFRとTEAP CBTとの関係性が掲載されたページ）
https://www.eiken.or.jp/teap/cbt/construct/（CEFRとTEAP CBTとの関係性が掲載されたページ）

TOEFL iBT 〇 検証にはCEFRに精通するヨーロッパ16か国の言語スペシャリスト（英語教授法、英語学習、英語試験の専門家等）23名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはModified Angoff法、スピーキング及びライティングはModified examinee paper selection法（各受検者の

解答を基にCEFR閾値を特定する方法）を使用して４技能それぞれにCEFR閾値を設定。４技能それぞれの閾値を合計するとともに、標
準誤差の範囲を調整することにより４技能総合のCEFR閾値を設定。

https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/（TOEFL iBTテストスコアとCEFRとの関連性 / ETS Webサイト）
https://www.cieej.or.jp/toefl/cefr.pdf（TOEFL iBTテストスコアのCEFRマッピングに関して / CIEE作成資料）

TOEIC L&R
／TOEIC S&W

〇 検証にはCEFRに精通するヨーロッパ10か国の言語スペシャリスト（英語教授法、英語学習、英語試験の専門家等）22名が参加。
〇 リーディング及びリスニングはModified Angoff法、スピーキング及びライティングはModified examinee paper selection法を使用して４

技能それぞれにCEFR閾値を設定。スピーキング及びライティングの閾値を2.5倍した上で４技能それぞれの閾値を合計することにより
４技能総合のCEFR閾値を設定。

http://www.iibc-global.org/toeic/official_data/toeic_cefr.html （CEFRとの関係に関する情報・資料を集約したページ）
http://www.iibc-global.org/library/default/toeic/official_data/toeic_cefr/mapping_cefr.pdf （ETSによる検証内容、結果を記したリサーチ
レポートの日本語概略）
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                     参考資料１ 

「大学入試英語成績提供システム」運営要項                  

 

 

平 成 2 9 年 1 1 月 １ 日 

大学入試センター理事長裁定 

 

第１ 趣旨 

「大学入学共通テスト実施方針」（平成 29 年７月 13 日文部科学省公表。以下「実施方針」という。）

では、高等学校学習指導要領における英語教育の抜本的改革を踏まえ、大学入学者選抜においても、

「聞く」「読む」「話す」「書く」の４技能を適切に評価するため、共通テスト（注）の枠組みにおい

て、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用すると

された。 

これを具体化するための仕組みとして、独立行政法人大学入試センター（以下「センター」とい

う。）において「大学入試英語成績提供システム」（以下「成績提供システム」という。）を設けるこ

ととする。 

（注） 共通テストは、同「実施方針」において、大学入試センター試験に代わる新たなテストとして平成 32 年度（平成

33 年度入学者選抜）から実施することとされている。 

 

第２ 成績提供システムの概要 

本成績提供システムは、大学入学者選抜における資格・検定試験の活用を支援するためのもので

ある。 

本成績提供システムにおいては、成績提供システムへの参加要件を満たすことが確認され、資格・

検定試験実施主体（以下「実施主体」という。）とセンターとの間で協定書を取り交わされた上で成

績提供システムに参加する資格・検定試験について、受検生からセンターへの成績送付の依頼があ

った回の成績を、センターが一元的に集約し、要請のあった大学等に対し提供する。 

集約・提供する成績は、各実施主体が定めるスコア（バンド表示も含む。）、ＣＥＦＲの段階別表示

及び合否（判定している場合）を基本とする。 

 

第３ 運営委員会の設置 

成績提供システムの適切な運営を図るため、センターに、関係分野の有識者等で構成する大学入

試英語成績提供システム運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

運営委員会は、理事長の求めに応じ、成績提供システムへの参加要件、成績提供システムへの参加

を希望する実施主体及び資格・検定試験が参加要件を満たしていることの確認等に係る手続、成績

提供システムの改善その他の成績提供システムの運営に関する重要事項について、専門的な見地か

ら検討し、理事長に意見を述べる。 

理事長は、運営委員会の意見を尊重し、文部科学省との緊密な連携の下に、成績提供システムの運

営に努める。 

その他、運営委員会の運営に関し必要な事項については、別に定める。 

 



                       

 
 

第４ 成績提供システムへの参加要件 

成績提供システムへの参加要件については、独立行政法人大学入試センター新テスト実施企画委

員会及び運営委員会の意見を踏まえ、文部科学省と協議の上、理事長が定める。 

なお、高等学校学習指導要領との整合性及びＣＥＦＲとの対応関係（段階別表示）等については、

文部科学省において対応することに留意する。 

 

第５ 成績提供システムへの参加要件の確認その他の手続等 

成績提供システムへの参加を希望する実施主体及び資格・検定試験が参加要件を満たしているこ

との確認等に係る手続等については、運営委員会が定める。 

 

 附則 

この裁定は、平成 29 年 11 月１日から施行する。 



「大学入試英語成績提供システム」の活用イメージ（検討中）
既に多くの高校生が民間事業者により実施されている資格・検定試験を受検している実態を踏まえ、各大学の判断に

よる大学入学者選抜における資格・検定試験の活用を支援するため、大学入試センターに「大学入試英語成績提供システ
ム」を構築

➡ 「資格・検定試験」の成績を大学入試センターに一元的に集約し要請のあった大学に提供

受検生

大学入試センター

資格・検定試験
実施団体

大 学

＜大学における活用例（現状）＞

①センター試験の成績に資格・検定試験の成績に応じ得点を
加算
②個別試験における資格・検定試験の加算・みなし満点・免除
③個別試験における出願要件等
④「ＡＯ・推薦入試」における評価材料として活用

①大学入学共通テスト出願
【９月下旬～１０月上旬】

③受験 【１月中旬】

②受験票の送付
【１２月中旬】

④大学出願
⑦受験

❶資格・検定試験の受検申請
❷受検【４月～１２月】
（２回までの結果を大学に提供）

資格・検定試験の結果を
一元的に集約

※ 「資格・検定試験の成績請求票」

大学が資格・検定試験の結果を大学入試
センターに請求する際に必要となるもの

大学・学部は自らのアドミッションポリシー
に基づき，資格・検定試験の結果を活用

⑤成績請求【２月上旬～】
（資格・検定試験の結果を含む）

⑥成績提供 【２月上旬～】
（資格・検定試験の結果を含む）

❸資格・検定試験の結果通知
（受検生には「資格・検定試験の成
績請求票」 （※）を送付）

大学出願時に「資格・検定試験
の成績請求票」 （※）を提出

受検生は受検申請時に試験結果を
大学入試センターに通知することに
ついて同意

業務負担
の軽減

出願手続の簡素化

（注）本資料は、一般選抜における活用イメージである。
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参考資料３ 

大学入試英語成績提供システム 

参加要件 

  

 

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 日 

大学入試センター理事長裁定 

 

第１ 趣旨 

 大学入試英語成績提供システム（以下「成績提供システム」という。）への参加に必

要となる要件については、「大学入試英語成績提供システム」運営要項（平成 29 年理

事長裁定）に定めるもののほか、この要件に定めるところによる。 

 

第２ 総則 

この要件は、理事長が成績提供システムへの参加を認めるに当たって必要となる要

件を示すものである。 

要件の具体的内容については、次のとおりとする。 

 

第３ 資格・検定試験実施主体に関する要件 

１  資格・検定試験実施主体（以下「実施主体」という。）が法人（外国におけるこ

れに相当する者を含む。）であること。 

 

２  独立行政法人大学入試センター（以下「センター」という。）と連絡及び調整等

を行うことができる拠点を日本国内に常設していること。 

 

３  継続性のある組織・経営体制であり、次の（１）及び（２）を満たしているこ

と。 
 

   （１） 債務超過でないこと。 

   （２） 事業運営に必要な資力を有していること。 

 

４  次の（１）又は（２）を満たし、個人情報に関するセキュリティ管理体制が整

備されていること。 
 

（１） 法人として、又は受検生の個人情報を扱う全ての事業単位において、

プライバシーマークを取得し、又は情報セキュリティマネジメントシス

テム（ISO27001/ISMS）の認証を受けていること。 

いずれも行っていない個別の試験会場における個人情報については、

実施主体が保護すること。 
 

（２） 外国の実施主体については、当該国の個人情報保護に関する制度に鑑

みて４の（１）に準ずる個人情報の管理体制であること。 

 



 
 

第４ 資格・検定試験に関する要件 

１  日本国内において、原則として、申請日の時点において２年以上、英語に係る

資格・検定試験が広く実施されている実績があること。 

ただし、既に英語に係る資格・検定試験の実績がある実施主体において同一試

験と認められる範囲での試験内容の変更を行う場合や、同実施主体において新た

な試験を開発する場合には、独立行政法人大学入試センター大学入試英語成績提

供システム運営委員会（以下「運営委員会」という。）の審議により、基礎となる

資格・検定試験で得られた知見の活かされ方を勘案し、実績が２年に満たない場

合であっても参加を可能とする場合がある。 

 

２  日本国内において広く高校生の受検実績や大学入学者選抜に活用された実績

があること。 

ただし、既に英語に係る試験の実績がある実施主体において同一試験と認めら

れる範囲内での試験内容の変更を行う場合や、同実施主体において新たな試験を

開発する場合には、運営委員会の審議により、基礎となる試験で得られた知見の

活かされ方を勘案し、受検・活用実績にかかわらず参加を可能とする場合がある。 

 

３  １回の試験で英語４技能の全てを極端な偏りなく評価するものであること。 

また、技能別の成績をセンターに提供することが可能であること。 

ただし、４技能を極端な偏りなく評価している試験であって、テスト設計上、

４技能別の成績を示すことができない場合には、４技能別の成績表示に最も近い

方法で成績を提供することが可能であること。 

 

４  高等学校学習指導要領との整合性が図られていること。 

 

５  CEFR（ Common European Framework of Reference for Languages） (ヨーロッパ

言語共通参照枠 )との対応関係並びにその根拠となる検証方法及び研究成果等が

公表されており、実施主体においてその対応関係を検証していく体制が整ってい

ること。 

 

６  毎年度４月から 12 月までの間に複数回の試験を実施すること。 

当該複数回の試験は、原則として、毎年度全都道府県で実施すること。 

ただし、当分の間、受検希望者が著しく少ない地域では、近隣の複数県を併せ

た地域で合同実施することができる。この場合であっても、全国各地の計 10 か所

以上で複数回の試験を実施していることを要するものとする。 

その試験に申し込んだ受検希望者の受検機会の確保に努めること。 

 

７  経済的に困難な受検生への検定料の配慮など、適切な検定料であることを公表

していること。 



 
 

８ 障害等のある受検生への合理的配慮をしていることを公表していること。 

 

９  試験監督及び採点の公平性・公正性を確保するための方策を公表していること。

その際、次の（１）及び（２）の要件を満たしていること。 

（１） 会場ごとの実施責任者及び各室ごとの試験監督責任者が、受検生の所

属高等学校等の教職員でないこと。 

それ以外の試験の実施に協力する者としては、同教職員の参画を認め

るが、この場合には研修の受講や誓約書の提出を課すこと。 

（２） 受検生の所属高等学校等の教職員が採点に関わらないこと。 

 

１０ 採点の質を確保するための方策を公表していること。 

 

１１ 不正、情報流出等の防止策及び不測の事態発生時の対処方策を公表している

こと。  

 

 １２  データの管理・提供について、次の（１）～（７）の内容が可能であること。 

（１） センターが発行する ID を用いて、受検生を特定できるデータをセンタ

ーに提供すること。 

 

（２） センターへの成績送付の対象は、依頼を受けた年の 12 月末までにセン

ターにデータを提供できる実施回とし、成績提供が可能な時期について

あらかじめ公表すること。 

 

（３）  受検生よりセンターへ送付することを依頼された試験の成績について

は、受検生への結果通知後、速やかにセンターにデータを提供すること。 

 

（４） 成績については、スコア（バンド表示も含む。）並びに CEFR の段階別成

績表示及び合否（判定している場合）のデータをセンターに提供すること。 

 

（５） 成績については、オンラインでデータをセンターに提供すること。 

 

（６）  受検生よりセンターに成績を送付することを依頼された試験が不成立

だった場合は、そのことが識別できるデータをセンターに提供すること。 

 

（７）  受検生よりセンターへ送付することを依頼された試験の成績に係るデ

ータを扱うため、IP アドレス固定のパソコンを用意すること。 

 

 

 



 
 

第５ 情報公開、第三者評価等の要件 

 １  試験の内容、実施体制及びテストの信頼性・妥当性等について、第三者機関に

よる評価又は第三者が参画する厳格な自己評価が行われていること。 

 

 ２  本参加要件の第３から第５の１に記された要件に係る情報を可能な限り公表し

ていること。 

 

第６ その他 

 １  成績提供システムへの参加に当たっては、別に定める協定書等を遵守すること。 

 

 ２  本参加要件及び別に定める協定書等で約する内容が満たされなくなった場合に

は、改善案を速やかに理事長に提出するとともに、これに係る状況を公表するこ

と。 

   理事長は、改善状況の確認を行い、改善されない場合は必要に応じ当該試験に

ついてシステムへの参加を取り消すものとする。 

   改善状況の確認等必要な手続きについては、別に定める。 

 

  附則 

 この裁定は、平成 29 年 11 月１日から施行する。 

 

 

 


